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供給条件の変更（暫定対応）
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日本瓦斯株式会社 
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日本瓦斯グループ再編に伴う供給条件の変更（暫定対応）

この供給条件は、日本瓦斯株式会社（以下、「当社」といいます。）の電気需給約款［低

圧］（2023年 7月 1日実施）、でガ割 007料金その他の供給条件（2023年 7 月 1日実施）
（以下、二種類の約款をあわせて「需給約款等」といいます。）、と合わせて適用されます。

記載のない事項および用字用語については、需給約款等の定めるところによります。 この

供給条件と需給約款等で異なる定めをした場合は、この供給条件の内容が需給約款等に優

先するものとします。

1. 対象となるお客さま

当社は、東彩ガス株式会社、東日本ガス株式会社または北日本ガス株式会社とガス小売

契約または液化石油ガス販売契約を締結されているお客さまが、同一の需要場所において、

需給約款等にもとづく電気の供給を希望される場合で、当社との協議が整ったときは、電

気需給約款[低圧]１（対象となるお客さま）(3)イまたはでガ割 007 料金その他の供給条件
１（対象となるお客さま）の定めに関わらず、この供給条件を適用いたします。

2. 適用期間

本供給条件は、2023年 10月 7日から 2023年 12月 31日までに限り適用いたします。

3．適用除外
前項２の適用期間内において、引越し（転入）等の理由で新たに電気の需給を開始する場

合の申し込みは、１の供給条件の変更に関わらず、適用除外といたします。 

4.そ の 他
その他の事項については、お客さまが適用を受ける需給約款等に定めるところによるも

のといたします。

附 則

1. 実 施 期 日

この供給条件は、2023年 10月 7日から実施いたします。


